
36北海道自治研究 ２０１３年２月（Ｎo.529）

北
海
道
の
有
珠
山
噴
火
防
災
体
制
と

復
旧
・
復
興
へ
の
対
応

北
海
道
総
務
部
危
機
対
策
局
危
機
対
策
課
防
災
Ｇ

　

中　

島　

竜　

雄

　

北
海
道
の
危
機
対
策
局
で
、
自
然
災
害
や
大
規
模
事
故

に
対
す
る
防
災
を
担
当
し
て
い
ま
す
。
二
〇
一
一
年
三
月

一
一
日
の
東
日
本
大
震
災
以
降
、
課
題
が
山
積
し
て
お

り
、
北
海
道
地
域
防
災
計
画
の
見
直
し
、
二
〇
一
二
年
六

月
の
災
害
対
策
基
本
法
の
改
正
に
伴
う
道
条
例
の
改
正
な

ど
、
震
災
後
の
法
制
度
や
計
画
の
変
更
に
忙
殺
さ
れ
て
い

ま
す
。
加
え
て
、
大
規
模
災
害
に
備
え
私
た
ち
の
防
災
ス

キ
ル
の
向
上
と
、
実
際
的
な
防
災
の
対
処
能
力
を
高
め
て

い
く
た
め
、
よ
り
実
践
的
な
防
災
訓
練
の
実
施
や
情
報
連

絡
手
段
の
整
備
と
い
っ
た
日
常
レ
ベ
ル
で
の
対
応
力
の
向

上
な
ど
、
や
る
こ
と
が
多
々
あ
り
、
日
々
格
闘
し
て
い
る

状
況
で
す
。

　

火
山
防
災
対
策
の
枠
組
み

　

災
害
対
策
の
枠
組
み
と
し
て
は
、
ま
ず
「
災
害
対
策
基

本
法
」（
災
対
法
）
が
あ
り
ま
す
。
災
対
法
で
は
、
国
、

都
道
府
県
、
市
町
村
、
指
定
地
方
行
政
機
関
な
ど
行
政
機

関
の
責
務
、防
災
会
議
や
災
害
対
策
本
部
と
い
っ
た
組
織
、

各
主
体
が
定
め
る
防
災
計
画
、
応
急
対
策
は
ど
う
い
う
こ

と
を
や
る
の
か
、
と
い
っ
た
枠
組
み
を
定
め
て
い
ま
す
。

　

災
対
法
に
基
づ
き
国
の
中
央
防
災
会
議
は
防
災
基
本
計

画
を
定
め
、
あ
ら
ゆ
る
災
害
を
分
野
毎
に
網
羅
し
、
た
と

え
ば
地
震
対
策
編
、
津
波
災
害
対
策
編
、
雪
害
対
策
編
、

風
水
害
対
策
編
、
原
子
力
災
害
対
策
編
、
火
山
災
害
対
策

編
な
ど
と
し
て
ま
と
め
て
い
ま
す
。
火
山
災
害
対
策
編
の

内
容
は
、
災
害
の
予
防
、
噴
火
が
起
き
た
と
き
の
応
急
対

策
、復
旧
・
復
興
で
な
に
を
す
べ
き
か
を
ま
と
め
て
い
ま
す
。

　

国
の
防
災
基
本
計
画
を
受
け
、
都
道
府
県
は
地
域
防
災

計
画
を
策
定
し
ま
す
。
北
海
道
地
域
防
災
計
画
の
な
か
に

火
山
災
害
対
策
計
画
を
定
め
、
最
初
に
道
内
活
火
山
の
概

況
を
ま
と
め
て
お
り
、
二
〇
一
二
年
に
常
時
観
測
火
山
が

新
た
に
四
つ
追
加
さ
れ
九
火
山
に
な
り
ま
し
た（
図
表
１
）。

　

釧
路
管
内
弟
子
屈
町
川
湯
温
泉
の
硫
黄
山
と
呼
ば
れ
て

い
る
「
ア
ト
サ
プ
リ
」、「
大
雪
山
」、
登
別
に
あ
る
「
倶

多
楽
」、
そ
れ
か
ら
函
館
市
（
旧
恵
山
町
）
の
恵
山
の
四

つ
が
、
二
〇
一
二
年
の
北
海
道
地
域
防
災
計
画
の
修
正
に

お
い
て
常
時
観
測
火
山
に

追
加
さ
れ
ま
し
た
。ま
た
、

そ
の
他
の
火
山
は
二
二
火

山
（
北
方
領
土
の
一
一
火

山
を
含
む
）
あ
り
、
計

三
一
の
火
山
が
道
内
に
あ

り
ま
す
（
図
表
２
）。

　

各
市
町
村
で
も
地
域
防

災
計
画
を
つ
く
り
ま
す
。

火
山
周
辺
市
町
村
に
お
い

て
は
火
山
毎
に
火
山
防
災

計
画
が
あ
り
、
有
珠
山
は
、

伊
達
市
、
洞
爺
湖
町
、
壮

瞥
町
、
豊
浦
町
に
よ
る
有

珠
山
火
山
防
災
協
議
会
が

火
山
防
災
計
画
を
策
定
し

て
い
ま
す
。
火
山
防
災
計
画
は
噴
火
へ
の
対
応
を
Ⅰ
期
か

ら
Ⅳ
期
に
分
け
、
Ⅰ
期
は
、
噴
火
の
恐
れ
が
あ
る
避
難
の

段
階
。
Ⅱ
期
は
、
避
難
が
長
期
化
し
た
場
合
の
対
応
。
Ⅲ

期
は
、
大
規
模
な
噴
火
が
起
き
た
と
き
の
対
応
で
、
降
灰

対
策
、
広
域
避
難
対
策
で
す
。
そ
し
て
Ⅳ
期
は
縮
小
で
、

避
難
者
の
一
時
帰
宅
や
避
難
解
除
で
す
。
こ
の
よ
う
に
計

画
を
四
期
に
わ
け
て
策
定
し
て
い
ま
す
。

　

北
海
道
の
火
山
防
災
体
制
と
応
急
活
動
体
制

　

知
事
を
長
に
、
五
六
機
関
五
八
名
の
委
員
で
構
成
す
る

北
海
道
防
災
会
議
を
設
置
し
、
北
海
道
地
域
防
災
計
画
を

策
定
し
ま
す
。防
災
会
議
は
平
時
に
お
け
る
協
議
機
関
で
、

区　　分 火　　　　山　　　　名

常時観測

火　　山

アトサヌプリ、雌阿寒岳、大雪山、十勝岳、樽前山、倶多

楽、有珠山、北海道駒ヶ岳、恵山

その他の

火　　山

渡島大島、羊蹄山、ニセコ、利尻山、茂世路岳、散布山、

指臼岳、小田萌山、択捉焼山、択捉阿登佐岳、ベルタルベ

山、ルルイ岳、爺爺岳、羅臼山、泊山

北海道地域防災計画より作成

図表１　北海道の活火山
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噴
火
な
ど
の
災
害
が
起
き
た
と
き
は
、
知
事
を
本
部
長
と

す
る
北
海
道
災
害
対
策
本
部
を
立
ち
上
げ
、
噴
火
災
害
応

急
対
策
を
実
施
し
ま
す
。

　

現
行
の
災
対
法
は
市
町
村
の
役
割
が
大
き
く
、
市
町
村

が
一
義
的
に
住
民
避
難
や
応
急
対
策
に
あ
た
る
枠
組
み
に

な
っ
て
い
ま
す
。
災
害
対
応
で
市
町
村
の
役
割
分
担
に
つ

い
て
は
国
の
中
央
防
災
会
議
の
検
討
委
員
会
で
論
点
に

な
っ
て
お
り
、
東
日
本
大
震
災
の
教
訓
も
踏
ま
え
、
市
町

村
の
行
政
自
体
が
被
災
し
て
機
能
マ
ヒ
に
お
ち
い
る
こ
と

を
想
定
し
て
、
市
町
村
に
対
す
る
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
の
観
点

で
都
道
府
県
の
役
割
、
国
の
役
割
の
見
直
し
に
つ
い
て
論

議
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

さ
て
、
二
〇
一
二
年
六
月
二
七
日
の
災
対
法
改
正
の
と

き
、
平
時
に
お
け
る
防
災
会
議
、
有
事
に
お
け
る
災
害
対

策
本
部
、
と
い
う
位
置
づ
け
に
明
確
化
し
ま
し
た
。
こ
れ

ま
で
位
置
づ
け
が
曖
昧
だ
っ
た
た
め
、
有
事
の
と
き
に
防

災
会
議
を
開
催
し
て
情
報
収
集
す
る
よ
う
な
定
め
が
あ
り

ま
し
た
が
、
有
事
に
五
六
機
関
か
ら
委
員
を
招
集
す
る
の

は
非
現
実
的
で
す
。
こ
の
た
め
災
対
法
改
正
の
な
か
で
、

「
防
災
会
議
」
は
平
時
に
お
け
る
重
要
事
項
の
審
議
を
行

い
、「
災
害
対
策
本
部
」
は
有
事
の
機
関
と
し
ま
し
た
。

さ
ら
に
、
災
害
対
策
本
部
は
道
の
内
部
機
関
な
の
で
、
関

係
機
関
に
対
し
て
情
報
収
集
や
応
急
対
策
を
要
請
で
き
る

仕
組
み
に
し
ま
し
た
。

　

図
表
３
に
あ
る
道
防
災
会
議
の
組
織
が
平
時
の
機
関
で
、

五
八
名
の
委
員
か
ら
な
り
ま
す
。
防
災
会
議
に
は
、
国
の

行
政
機
関
、
道
と
市
町
村
を
は
じ
め
、
通
信
、
運
輸
、
放

送
、
電
気
、
ガ
ス
、
医
療
な
ど
五
六
の
公
共
機
関
か
ら
構

成
さ
れ
ま
す
。

　

個
別
の
協
議
事
項
を
計
画
に
反
映
さ
せ
る
た
め
の
部
会

の
一
つ
に
、
地
震
火
山
対
策
部
会
が
あ
り
、
部
会
の
な
か

に
七
名
の
委
員
に
よ
る
火
山
専
門
委
員
会
を
設
置
し
て
い

ま
す
。
毎
年
一
回
北
海
道
の
火
山
に
関
す
る
調
査
研
究
を

実
施
し
て
お
り
、関
係
自
治
体
に
情
報
提
供
し
て
い
ま
す
。

　

先
ほ
ど
触
れ
た
よ
う
に
、
火
山
毎
に
五
つ
の
火
山
防
災

協
議
会
を
設
置
し
て
い
ま
す
（
図
表
４
）。
二
〇
一
二
年

に
常
時
観
測
火
山
に
追
加
さ
れ
た
四
火
山
に
つ
い
て
は
、

二
〇
一
四
年
度
ま
で
に
後
ほ
ど
説
明
す
る
「
噴
火
警
戒
レ

図表２　道内の活火山分布図

北海道地域防災計画より

図表３　北海道防災会議の組織

図表４　火山防災会議協議会
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ベ
ル
」
を
導
入
し
て
、
協
議
会
を
す
す
め
て
行
く
こ
と
に

な
り
ま
す
。

　

一
旦
有
事
に
な
れ
ば
、
市
町
村
、
北
海
道
そ
れ
ぞ
れ
災

害
対
策
本
部(
災
対
本
部)

を
設
置
し
ま
す
が
、
災
対
本

部
の
前
に
災
害
対
策
連
絡
本
部
を
立
ち
上
げ
、
い
つ
で
も

災
対
本
部
に
移
行
で
き
る
体
制
に
し
ま
す
。
災
対
本
部
は

第
三
非
常
配
備
と
い
う
庁
内
全
部
署
で
構
成
さ
れ
、
災
対

本
部
と
同
時
に
、
現
地
災
害
対
本
部
を
設
置
し
ま
す
（
図

表
５
）。

　

市
町
村
、
道
、
そ
し
て
防
災
関
係
機
関
に
よ
り
、
災
害

対
策
現
地
合
同
本
部
を
設
け
る
枠
組
み
に
な
っ
て
い
ま
す

が
、有
珠
山
噴
火
の
と
き
に
は
合
同
本
部
を
設
置
せ
ず
に
、

現
地
対
策
本
部
合
同
会
議
を
つ
く
り
ま
し
た
。
こ
れ
は
災

対
本
部
が
主
体
的
に
対
応
で
き
る
体
制
を
と
っ
た
た
め
で

し
た
。
現
地
合
同
本
部
は
、
一
九
九
六
年
二
月
の
豊
浜
ト

ン
ネ
ル
事
故
（
国
道
２
９
９
号
、
後
志
管
内
古
平
町
、
岩

盤
が
崩
落
し
て
二
〇
名
が
死
亡
）
が
教
訓
と
な
っ
て
、
関

係
機
関
に
よ
る
現
地
で
の
意
思
決
定
を
一
元
的
に
行
う
必

要
性
が
認
識
さ
れ
、
現
地
合
同
本
部
の
制
度
が
創
設
さ
れ

ま
し
た
。

　

有
珠
山
噴
火
へ
の
対
応

　

火
山
噴
火
警
報
・
噴
火
予
報

　

有
珠
山
噴
火
の
と
き
は
、
火
山
に
近
い
と
こ
ろ
か
ら
順

次
対
策
本
部
が
立
ち
上
が
っ
て
い
き
ま
し
た
。
二
〇
〇
〇

年
三
月
二
八
日
、
一
四
時
五
〇
分
、
火
山
性
地
震
が
多
く

な
り
「
臨
時
火
山
情
報
第
一
号
」
が
出
た
の
に
伴
い
、
市

町
村
で
は
災
対
連
絡
本
部
を
設
け
、
そ
の
後
、
次
々
に
臨

時
火
山
情
報
が
出
た
の
で
、
直
ち
に
災
対
本
部
に
移
行
し

て
い
ま
す
（
図
表
６
）。

　

一
方
、
道
は
臨
時
火
山
情
報
第
一
号
が
出
た
と
き
、
本

庁
に
災
対
連
絡
本
部
、
有
珠
山
の
あ
る
胆
振
支
庁
に
災
対

地
方
連
絡
本
部
を
設
け
ま
し
た
。
国
は
関
係
省
庁
連
絡
会

議
を
設
け
、
政
府
担
当
官
を
派
遣
し
ま
し
た
。
三
月
二
九

日
、
一
一
時
一
〇
分
、
今
後
数
日
以
内
に
噴
火
の
可
能
性

が
高
い
「
緊
急
火
山
情
報
第
一
号
」
が
出
て
、
道
は
災
対

本
部
に
移
行
し
、
胆
振
支
庁
も
災
対
地
方
本
部
に
移
行
し

ま
し
た
。
さ
ら
に
副
知
事
を
派
遣
し
て
、
現
地
災
対
本
部

を
設
け
ま
し
た
。

　

現
在
、
臨
時
火
山
情
報
と
緊
急
火
山
情
報
と
い
う
制
度

は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
臨
時
火
山
情
報
は
火
山
に
関
す
る
切

迫
し
た
状
況
が
起
き
た
と
き
に
発
す
る
情
報
、
緊
急
火
山

情
報
は
生
命
、
身
体
に
影
響
を
及
ぼ
す
状
況
の
と
き
に
発

す
る
情
報
で
、
二
〇
〇
〇
年
有
珠
山
噴
火
の
と
き
は
区
別

さ
れ
て
い
ま
し
た
。

　

三
月
三
一
日
、
一
三
時
一
六
分
、「
有
珠
山
が
一
三
時

一
〇
分
に
噴
火
し
た
」
と
の
緊
急
火
山
情
報
第
四
号
が
出

て
、
国
は
非
常
災
害
対
策
本
部
と
非
常
災
害
対
策
現
地
本

部
を
設
け
ま
し
た
。
さ
ら
に
、
先
ほ
ど
触
れ
た
よ
う
に
、

現
地
対
策
合
同
本
部
と
い
う
か
た
ち
に
は
せ
ず
、
現
地
対

策
本
部
合
同
会
議
を
立
ち
上
げ
ま
し
た
。
す
で
に
現
地
連

絡
調
整
会
議
が
立
ち
上
が
っ
て
い
た
の
で
、
合
同
本
部
に

す
る
よ
り
各
機
関
の
主
体
性
と
機
動
性
を
活
か
す
た
め
に

連
絡
会
議
と
い
う
か
た
ち
に
し
ま
し
た
。

　

現
在
は
臨
時
ま
た
は
緊
急
火
山
情
報
は
な
く
、

二
〇
〇
七
年
一
二
月
か
ら
表
に
あ
る
よ
う
に「
噴
火
警
報
」

図表５　応急活動体制

図表６　　有珠山噴火への対応
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「
火
口
周
辺
警
報
」

「
噴
火
予
報
」
と

し
て
五
つ
の
レ
ベ

ル
を
設
定
し
て
い

ま
す（
図
表
７
）。

　

長
崎
県
雲
仙
普

賢
岳
噴
火
の
と
き

に
噴
火
予
報
、
噴

火
情
報
を
出
し
て

い
ま
し
た
が
、

一
九
九
一
年
六
月

三
日
に
発
生
し
た

火
砕
流
に
よ
り
、

住
民
や
報
道
関
係

者
な
ど
四
三
名
が

亡
く
な
り
ま
し

た
。
噴
火
予
知
が
避
難
情
報
と
し
て
伝
わ
ら
な
か
っ
た
反

省
か
ら
、
予
知
と
避
難
を
結
び
つ
け
る
た
め
、
噴
火
予
知

の
計
量
化
、地
域
の
ハ
ザ
ー
ド
マ
ッ
プ
、避
難
計
画
を
セ
ッ

ト
に
し
て
避
難
態
勢
に
万
全
を
期
す
た
め
、
五
つ
の
レ
ベ

ル
が
導
入
さ
れ
ま
し
た
。

　

今
後
の
火
山
噴
火
は
、
Ｌ
１
「
平
常
」
か
ら
Ｌ
５
「
避

難
」
ま
で
の
五
つ
の
レ
ベ
ル
で
対
応
し
て
い
く
こ
と
に
な

り
ま
す
。

　

避
難
状
況
と
住
民
の
短
時
間
・
一
時
帰
宅

　

避
難
者
数
が
最
も
多
か
っ
た
と
き
は
、
旧
虻
田
町
（
洞

爺
湖
町
）
九
九
三
五
人
、
伊
達
市
五
四
七
二
人
、
壮
瞥
町

四
〇
八
人
、
計
一
万
五
八
一
五
人
で
三
市
町
の
住
民
の

三
二
％
が
避
難
を
し
ま
し
た
。

　

避
難
期
間
は
、
伊
達
市
の
一
六
日
間
、
壮
瞥
町
四
五
日

間
、
そ
し
て
虻
田
町
は
一
年
八
三
日
間
と
長
期
に
な
り
ま

し
た
。
虻
田
町
全
町
民
の
避
難
は
一
旦
解
除
に
な
る
見
込

み
で
し
た
が
、
泉
地
区
と
温
泉
地
区
が
危
険
な
た
め
、

二
〇
二
世
帯
三
七
八
人
が
一
年
三
カ
月
に
わ
た
っ
て
避
難

生
活
を
し
ま
し
た
。

　

七
〇
カ
所
の
避
難
所
に
ピ
ー
ク
時
に
は
五
九
七
四
人
が

避
難
し
て
い
ま
し
た
。
避
難
所
は
八
市
町
村
の
広
域
に
わ

た
り
、
伊
達
市
一
六
、
豊
浦
町
一
九
、
虻
田
町
一
四
、
壮

瞥
町
七
、
洞
爺
村
（
現
洞
爺
湖
町
）
三
、
室
蘭
市
二
、
登

別
市
一
、
そ
し
て
渡
島
管
内
長
万
部
町
の
八
カ
所
に
避
難

し
て
い
ま
し
た
。
避
難
所
は
二
〇
〇
〇
年
八
月
二
七
日
に

す
べ
て
閉
鎖
さ
れ
、
仮
設
住
宅
に
移
り
ま
し
た
。

　

仮
設
住
宅
は
六
九
五
戸
つ
く
り
、
一
六
二
二
人
が
入

居
し
ま
し
た
。
当
初
、
七
三
四
戸
の
建
設
を
計
画
し
ま

し
た
が
、
実
際
に
仮
設
住
宅
に
入
居
し
た
の
は
六
九
五

戸
で
、
最
後
の
人
が
退
去
し
た
の
は
噴
火
か
ら
二
年
後
の

二
〇
〇
二
年
七
月
で
し
た
。

　

避
難
住
民
の
短
時
間
帰
宅
と
一
時
帰
宅
は
カ
テ
ゴ
リ
ー

を
三
区
分
し
て
実
施
し
ま
し
た
。

　

＜

カ
テ
ゴ
リ
ー
Ⅰ＞

Ｃ
―
Ⅰ

　

噴
石
が
飛
ん
で
く
る
範
囲
、
誰
も
立
ち
入
り
で
き

な
い
地
域
。

　

＜

カ
テ
ゴ
リ
ー
Ⅱ＞

Ｃ
―
Ⅱ

　

噴
石
及
び
火
砕
流
の
範
囲
、ヘ
リ
監
視
の
下
で「
一

時
帰
宅
が
可
能
」
な
地
域
（
天
候
に
左
右
）。

図表７　火山噴火警報・噴火予報

名　　称 範　　囲 レベル 対　　応 火　山　活　動

噴火警報
居住地域 

火口周辺

Ｌ５ 避  難
居住地域に被害を及ぼす噴

火が発生or切迫状態

Ｌ４ 避難準備
居住地域に被害を及ぼす噴

火が予想される

火口周辺

警報

広い範囲の 

火口周辺
Ｌ３ 入山規制

居住地域近くまで影響する

噴火が発生or発生が予想

狭い範囲の 

火口周辺
Ｌ２

火口周辺

規制

火口周辺に影響する噴火が

発生or発生が予想

噴火予報 火口内等 Ｌ１ 平　常 火山活動は静穏

2000年3月31日、ＪＲ洞爺駅からみた西山火口の噴火4月1日、11時30分、洞爺湖温泉街の金比羅火口の噴火
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＜

カ
テ
ゴ
リ
ー
Ⅲ＞

Ｃ
―
Ⅲ

　

火
砕
流
の
範
囲
、
ヘ
リ
監
視
が
不
要
で
「
一
時
帰

宅
が
可
能
」
な
地
域
。

　

こ
の
よ
う
に
カ
テ
ゴ
リ
ー
Ⅲ
が
容
易
に
一
時
帰
宅
が
で

き
、
カ
テ
ゴ
リ
ー
Ⅱ
は
ヘ
リ
監
視
下
で
一
定
の
条
件
付
き

で
一
時
帰
宅
で
き
る
。
カ
テ
ゴ
リ
ー
Ⅰ
は
立
ち
入
り
禁
止

地
域
で
す
。

　

一
時
帰
宅
は
、
伊
達
市
が
四
月
一
〇
日
か
ら
四
月
一
二

日
、
壮
瞥
町
は
四
月
八
日
か
ら
五
月
一
一
日
ま
で
、
虻
田

町
が
四
月
九
日
か
ら
七
月
一
六
日
ま
で
の
期
間
実
施
し
ま

し
た
。

　

噴
火
ま
も
な
い
四
月
一
三
日
か
ら
一
月
後
の
五
月
一
二

日
で
は
、
立
ち
入
り
禁
止
の
Ｃ
―
Ⅰ
が
拡
大
し
て
、
条
件

付
き
一
時
帰
宅
Ｃ
―
Ⅱ
の
範
囲
が
狭
く
な
っ
て
い
ま
す
。

さ
ら
に
一
月
後
の
六
月
一
七
日
は
Ｃ
―
１
の
範
囲
が
狭
く

な
り
、
Ｃ
―
２
と
Ｃ
―
３
の
範
囲
は
ご
く
わ
ず
か
に
な
っ

て
い
ま
す
。
そ
し
て
噴
火
か
ら
約
三
カ
月
後
の
七
月
二
九

日
に
Ｃ
―
２
と
Ｃ
―
３
は
な
く
な
り
、
先
ほ
ど
触
れ
た
火

口
付
近
の
泉
地
区
と
温
泉
地
域
の
一
部
で
Ｃ
―
１
の
立
ち

入
り
禁
止
が
残
り
、
収
束
し
ま
し
た
。

　

避
難
の
課
題

　

相
対
的
に
条
件
の
い
い
避
難
所
は
、
自
家
用
車
で
早
く

避
難
し
た
人
で
埋
ま
り
ま
し
た
。
そ
の
後
に
高
齢
者
な
ど

は
町
が
用
意
し
た
バ
ス
で
避
難
し
た
の
で
す
が
、
空
い
て

い
る
避
難
所
を
見
つ
け
る
の
に
苦
労
し
、
自
家
用
車
で
避

難
し
た
人
と
の
違
い
が
出
た
反
省
点
が
あ
り
ま
す
。
高
齢

者
や
障
害
者
の
避
難
方
法
と
避
難
所
に
は
配
慮
が
必
要
で

す
し
、
福
祉
避
難
所
を
増
や
し
て
い
く
努
力
を
し
な
け
れ

ば
な
り
ま
せ
ん
。

　

二
つ
め
に
、
避
難
収
容
者
の
ピ
ー
ク
は
二
週
間
後
と
い

う
現
象
が
起
き
ま
し
た
。
札
幌
や
近
隣
の
親
類
縁
者
の
と

こ
ろ
に
避
難
し
て
い
た
人
が
戻
っ
て
き
た
た
め
、
避
難
収

容
者
の
ピ
ー
ク
は
噴
火
直
後
で
は
な
く
約
二
週
間
後
で
、

収
容
者
は
五
九
七
四
人
に
な
り
ま
し
た
。

　

三
つ
め
は
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
確
保
で
、
東
日
本
大
震
災

の
避
難
で
も
課
題
に
な
り
ま
し
た
。
着
替
え
、
洗
濯
と
物

干
し
、
ト
イ
レ
等
々
、
こ
れ
は
国
の
防
災
基
本
計
画
の
修

正
で
も
論
点
に
な
っ
て
お
り
、
今
回
の
北
海
道
地
域
防
災

計
画
の
見
直
し
で
も
、
女
性
の
視
点
を
取
り
入
れ
た
防
災

対
策
、
避
難
所
運
営
も
き
め
細
か
い
対
応
が
必
要
な
こ
と

を
地
域
防
災
計
画
に
盛
り
込
ん
で
い
ま
す
。

　

四
つ
め
は
ペ
ッ
ト
避
難
で
す
。
役
場
、
保
健
所
の
行
政

が
ペ
ッ
ト
避
難
の
対
応
を
し
ま
し
た
が
、
こ
れ
も
東
日
本

大
震
災
で
課
題
に
な
り
ま
し
た
。

　

五
つ
め
は
、
近
隣
市
町
村
の
受
け
入
れ
体
制
。
有
珠
山

周
辺
市
町
村
の
地
域
防
災
計
画
に
、
他
市
町
村
か
ら
避
難

を
受
け
入
れ
る
計
画
は
な
か
っ
た
の
で
混
乱
し
ま
し
た
。

ど
の
施
設
に
、
何
名
の
避
難
者
を
受
け
入
れ
る
か
、
ど
う

い
っ
た
経
路
で
受
け
入
れ
る
か
定
ま
っ
て
い
ま
せ
ん
で
し

た
。
豊
浦
町
は
町
の
人
口
と
同
じ
く
ら
い
の
避
難
者
を
一

挙
に
受
け
入
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
、
大
変
で

し
た
。
当
時
、
豊
浦
に
は
経
営
破
綻
し
た
リ
ゾ
ー
ト
ホ
テ

ル
の
社
員
寮
が
あ
り
、
そ
こ
に
千
余
名
の
避
難
者
を
受
け

入
れ
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
火
山
防
災
協
議
会
の
市
町

村
だ
け
で
な
く
、
周
辺
市
町
村
の
避
難
受
け
入
れ
体
制
も

課
題
に
な
る
こ
と
が
、
こ
の
と
き
の
噴
火
で
明
ら
か
に
な

り
ま
し
た
。

　

道
の
災
害
応
急
対
策
と
復
興
対
策
の
枠
組
み

　

災
害
応
急
対
策
の
基
本
は
ま
ず
市
町
村
が
主
に
行
い
、

道
が
や
る
こ
と
は
自
衛
隊
へ
の
災
害
派
遣
の
要
請
、
災
害

救
助
法
の
適
用
決
定
の
二
つ
が
大
き
な
柱
に
な
り
、
防
災

関
連
機
関
の
調
整
が
基
本
に
な
り
ま
す
。
そ
し
て
、
道
の

各
部
が
所
管
す
る
業
務
の
な
か
で
応
急
対
策
す
る
こ
と
に

な
り
、
例
を
上
げ
る
と
保
健
福
祉
部
で
は
、
災
害
救
助
法

に
基
づ
く
仮
設
住
宅
の
供
与
、
生
活
資
金
な
ど
の
生
活
関

連
対
策
。
国
民
健
康
保
険
料
の
減
免
、
福
祉
救
済
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
活
動
の
支
援
な
ど
。

　

環
境
生
活
部
で
は
、
水
道
施
設
災
害
の
対
策
と
し
て
生

活
用
水
確
保
へ
の
職
員
派
遣
、
水
質
検
査
な
ど
、
被
災

避難中に自宅周辺を自衛隊車両による住民の車上視察
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ペ
ッ
ト
動
物
の
対
策
と
し
て
動
物
救
護
セ
ン
タ
ー
の
設
置

な
ど
。
農
政
部
で
は
、
被
災
農
家
へ
の
支
援
と
し
て
苗
や

肥
料
の
提
供
、
家
畜
の
移
動
な
ど
。
建
設
部
で
は
道
道
の

応
急
対
策
、
泥
流
対
策
な
ど
が
あ
り
ま
す
。

　

水
産
林
務
部
で
は
噴
火
湾
の
ホ
タ
テ
養
殖
の
モ
ニ
タ
リ

ン
グ
、
水
質
調
査
な
ど
。
教
育
関
連
で
は
虻
田
高
校
の
復

旧
な
ど
、あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
応
急
対
策
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　

図
表
８
に
あ
る
よ
う
に
、
道
は
二
〇
〇
〇
年
一
二
月
に

「
有
珠
山
噴
火
復
興
方
針
」
を
定
め
ま
し
た
。
①
将
来
の

噴
火
に
よ
る
被
害
の
最
小
化
、
②
災
害
に
強
い
地
域
づ
く

り
、③
住
民
と
行
政
に
よ
る
安
全
で
快
適
な
ま
ち
づ
く
り
、

④
有
珠
山
を
理
解
し
行
動
で
き
る
環
境
づ
く
り
、
⑤
火
山

資
源
を
生
か
し
た
地
域
産
業
の
再
生
、
の
五
つ
の
基
本
方

針
が
あ
り
ま
す
。

　

復
興
方
針
を
受
け
、「
有
珠
山
噴
火
災
害
復
興
計
画
基

本
方
針
」（
二
〇
〇
一
年
三
月
）
を
道
が
策
定
し
ま
す
。

被
災
自
治
体
が
つ
く
る
復
興
計
画
の
ひ
な
形
に
な
る
も
の

で
、
主
な
施
策
は
、
防
災
マ
ッ
プ
に
よ
る
土
地
利
用
、
防

災
施
設
の
整
備
（
砂
防
施
設
な
ど
）、
交
通
ネ
ッ
ト
ワ
ー

ク
の
整
備
、
観
測
・
監
視
体
制
の
整
備
、
居
住
環
境
の
整

備
（
防
災
集
団
移
転
事
業
な
ど
）
と
い
っ
た
内
容
で
す
。

　

そ
し
て
伊
達
市
、
虻
田
町
、
壮
瞥
町
は
、
住
民
参
加
を

得
て
、
こ
の
基
本
方
針
に
沿
っ
て
、
二
〇
〇
一
年
七
月
、

復
興
計
画
を
策
定
し
ま
し
た
。

　

防
災
マ
ッ
プ
に
よ
る
土
地
利
用

　

復
興
計
画
の
な
か
で
は
土
地
利
用
が
大
き
な
課
題
に
な

り
、
こ
の
と
き
は
Ａ
、
Ｘ
、
Ｂ
、
Ｃ
と
四
つ
の
ゾ
ー
ニ
ン

グ
を
行
い
ま
し
た
（
図
表
９
）。

　

Ａ
ゾ
ー
ン
は
、
す
べ
て
の
建
築
物
が
禁
止
さ
れ
、
緊
急

に
移
転
さ
せ
る
地
域
で
す
。
Ｘ
ゾ
ー
ン
は
、
Ａ
ゾ
ー
ン
よ

り
や
や
緩
や
か
で
、
短
期
的
移
転
で
す
が
、
全
て
の
建
築

物
は
禁
止
さ
れ
ま
す
。
Ｂ
ゾ
ー
ン
も
全
て
の
建
築
物
が
禁

止
さ
れ
ま
す
が
、短
期
・
中
期
的
に
移
転
さ
せ
る
地
域
で
す
。

　

Ｃ
ゾ
ー
ン
は
他
と
カ
テ
ゴ
リ
ー
が
異
な
り
、
将
来
の
噴

火
に
対
す
る
区
域
で
す
。
短
期
・
中
期
的
に
区
域
に
あ
る

学
校
や
病
院
な
ど
の
公
的
施
設
を
移
転
さ
せ
る
。
ま
た
住

宅
移
転
へ
の
支
援
を
行
い
ま
す
。

　

Ｃ
ゾ
ー
ン
は
広
い
区
域
が
設
定
さ
れ
ま
し
た
が
、
地
元

の
調
整
が
難
し
く
、
Ｃ
ゾ
ー
ン
と
い
う
考
え
方
は
一
旦
白

紙
に
な
り
ま
し
た
。
今
回
の
噴
火
に
か
ぎ
っ
て
の
区
域
の

Ａ
ゾ
ー
ン
は
コ
ア
の
立
ち
入
り
禁
止
区
域
で
、
Ｘ
と
Ｂ
は

泥
流
災
害
、
噴
石
災
害
が
あ
る
の
で
緩
衝
地
帯
と
し
て
公

園
、
広
場
に
す
る
。
防
災
施
設
や
防
災
遺
構
と
し
て
建
物

を
残
す
地
域
と
し
て
今
日
に
至
っ
て
い
ま
す
。

　

土
地
利
用
に
よ
る
防
災
集
団
移
転
事
業
と
し
て
虻
田
町

が
行
っ
た
移
転
戸
数
は
一
五
二
戸
二
六
三
名
で
、
対
象
と

な
っ
た
の
は
洞
爺
湖
温
泉
地
区
一
三
四
戸
、
二
二
四
名
、

泉
北
地
区
一
八
戸
三
九
名
で
す
。
移
転
先
は
町
内
の
公
営

住
宅
に
一
四
八
戸
が
移
転
し
、
総
事
業
費
は
三
億
六
千
万

円
で
し
た
。

　

東
日
本
大
震
災
の
復
興
で
も
防
災
集
団
移
転
事
業
の
枠

組
み
は
あ
る
の
で
す
が
、
津
波
を
さ
け
て
高
台
移
転
す
る

合
意
形
成
が
難
し
い
状
況
で
す
。
有
珠
山
噴
火
の
と
き
は

図表８　復興対策の枠組み

図表９　防災マップによる土地利用

区　分

今回の噴火に対する区域
将来の噴火に

対する区域　

Ａゾーン Ｂゾーン Ｃゾーン
Ｘゾーン

区 域 の

設　　定

直接的な被害

が著しい区域

泥流被害の危

険性が高い区

域

噴石が及んだ

区域
右以外の区域

対　　策

全ての建築物

の禁止、緊急

移転

全ての建築物

の禁止、短期

的移転

全ての建築物

の禁止、短・

中朝期的移転

短・中朝期的

に公的施設の

移転、住宅移

転の支援

土地利用
防災施設

災害遺構保存
防災施設

緩衝地帯 

（公園、広場）

商工業など 

事業用施設な

ど
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ゾ
ー
ニ
ン
グ
し
た
一
五
二
戸
二
六
三
名
の
ほ
と
ん
ど
は
、

町
内
で
の
移
転
で
し
た
。

　

噴
火
災
害
の
復
興

　

エ
コ
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
と
ジ
オ
パ
ー
ク

　

有
珠
山
噴
火
を
地
域
に
活
か
し
、
火
山
と
と
も
に
生
き

る
観
点
か
ら
、
エ
コ
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
構
想
を
す
す
め
て
い

ま
す
。
元
々
あ
っ
た
観
光
施
設
や
事
業
を
ベ
ー
ス
に
し
な

が
ら
、
噴
火
の
遺
構
を
残
し
て
、
地
域
全
体
が
博
物
館
と

な
る
取
り
組
み
で
す
。

　

西
山
火
口
近
く
に
遊
歩
道
を
整
備
し
、元
々
町
営
浴
場
だ
っ

た
建
物
を
災
害
遺
構
と
し
て
活
用
し
て
い
ま
す
（
写
真
）。

　

東
日
本
大
震
災
で
は
、
ビ
ル
の
上
に
の
っ
た
船
や
被
災

し
た
建
物
な
ど
を

遺
構
と
し
て
残
す

こ
と
が
検
討
さ
れ
、

危
険
だ
か
ら
や
め

る
、
津
波
を
思
い

出
し
て
被
災
者
の

ト
ラ
ウ
マ
に
な
る

か
ら
や
め
る
、
と

い
っ
た
意
見
も
多

い
の
で
す
が
、
地

元
の
合
意
で
後
世

に
伝
え
る
教
訓
と

な
る
遺
構
を
残
し

て
い
る
の
が
有
珠

山
噴
火
災
害
の
特

徴
で
す
。
こ
れ
は
人
的
被
害
が
な
か
っ
た
こ
と
が
大
き
な

要
因
だ
と
思
い
ま
す
。

　

二
〇
〇
九
年
八
月
に
、
国
内
で
最
初
に
洞
爺
湖
有
珠
山

ジ
オ
パ
ー
ク
が
登
録
さ
れ
ま
し
た
。
ジ
オ
パ
ー
ク
と
は
、

「
地
域
の
歴
史
や
地
質
現
象
が
よ
く
わ
か
る
地
質
遺
産
を

多
数
含
む
だ
け
で
な
く
、
考
古
学
的
・
生
態
学
的
も
し
く

は
文
化
的
に
価
値
の
あ
る
サ
イ
ト
も
含
む
、
明
瞭
に
境
界

を
定
め
ら
れ
た
地
域
」（
ユ
ネ
ス
コ
「
世
界
ジ
オ
パ
ー
ク
」

ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
）
で
、
世
界
ジ
オ
パ
ー
ク
機
構
に
登
録
さ

れ
て
い
ま
す
。

　

国
内
で
は
現
在
五
地
域
が
登
録
さ
れ
、
洞
爺
湖
有
珠
山

と
同
年
に
糸
魚
川
ジ
オ
パ
ー
ク
と
島
原
半
島
ジ
オ
パ
ー
ク

が
、
二
〇
一
〇
年
一
〇
月
に
山
陰
海
岸
ジ
オ
パ
ー
ク
、

二
〇
一
一
年
九
月
に
室
戸
ジ
オ
パ
ー
ク
が
登
録
さ
れ
、
世

界
で
は
二
七
カ
国
九
〇
地
域
が
登
録
さ
れ
て
い
ま
す
。

二
〇
一
一
年
九
月
に
第
二
回
日
本
ジ
オ
パ
ー
ク
大
会
・
洞

爺
湖
有
珠
山
大
会
が
「
ジ
オ
ツ
ー
リ
ズ
ム
を
通
じ
た
観
光

地
づ
く
り
―
変
動
す
る
大
地
と
の
共
生
」
を
テ
ー
マ
に
開

催
さ
れ
、
国
内
外
か
ら
多
く
の
参
加
が
あ
り
ま
し
た
。

　

災
害
時
の
関
係
機
関
と
の
連
携
と
道
の
取
り
組
み

　

大
規
模
災
害
が
起
き
た
と
き
、
市
町
村
あ
る
い
は
道
単

独
で
は
十
分
な
応
急
対
策
が
困
難
な
場
合
を
想
定
し
、
広

域
連
携
の
協
定
を
し
て
い
ま
す
。
主
な
連
携
協
定
は
、
全

国
都
道
府
県
に
お
け
る
災
害
時
の
広
域
応
援
に
関
す
る
協

定
、
大
規
模
災
害
時
の
北
海
道
・
東
北
八
道
県
の
相
互
応

援
に
関
す
る
協
定
、
災
害
時
に
お
け
る
北
海
道
及
び
市
町

村
相
互
の
応
援
に
関
す
る
協
定
、
そ
し
て
広
域
消
防
組
織

と
し
て
緊
急
消
防
救
助
隊
が
あ
り
ま
す
。

　

行
政
の
庁
舎
も
被
災
し
て
全
て
機
能
マ
ヒ
に
な
っ
て
し

ま
っ
た
状
態
で
、ど
の
よ
う
な
防
災
対
策
を
で
き
る
の
か
。

最
初
は
自
ら
行
う
自
助
と
、
行
政
機
関
が
被
災
し
た
場
合

は
広
域
連
携
支
援
し
か
な
い
。
近
隣
市
町
村
や
県
の
応
援

体
制
を
つ
く
っ
て
お
く
。
行
政
が
被
災
し
た
場
合
の
防
災

計
画
も
今
回
盛
り
込
ん
で
い
ま
す
。

　

前
述
し
た
よ
う
に
、
道
は
毎
年
火
山
に
関
す
る
研
究
報

告
を
行
い
、
一
九
七
〇
年
か
ら
道
内
活
火
山
の
計
画
的
な

調
査
研
究
を
北
海
道
大
学
に
委
託
し
て
い
ま
す
。
研
究
内

容
は
、
過
去
の
噴
火
に
お
け
る
火
砕
流
等
の
発
生
状
況
、

将
来
の
噴
火
予
測
（
噴
火
の
想
定
）、
防
災
対
策
上
注
意

す
べ
き
事
項
な
ど
の
、
火
山
防
災
対
策
の
有
効
な
基
礎
資

料
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
常
時
観
測
五
火
山
持
ち
回
り
で
火
山
噴
火
災
害

の
総
合
訓
練
を
行
っ
て
お
り
、
二
〇
一
一
年
に
有
珠
山
で

訓
練
を
行
い
、
二
〇
一
三
年
は
雌
阿
寒
岳
で
実
施
す
る
予

定
で
す
。
二
〇
〇
〇
年
の
有
珠
山
噴
火
災
害
の
教
訓
を
生

か
す
た
め
、
訓
練
計
画
策
定
を
通
じ
た
平
素
の
連
絡
緊
密

化
、
関
係
機
関
の
連
携
を
図
る
た
め
、
情
報
伝
達
、
初
動

体
制
構
築
、避
難
、応
急
復
旧
訓
練
な
ど
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　

災
害
に
お
け
る
民
間
企
業
と
の
協
定
を
積
極
的
に
す
す

め
て
い
ま
す
。
現
在
六
〇
の
協
定
が
あ
り
、
東
日
本
大
震

災
後
の
主
な
締
結
状
況
と
し
て
は
、
図
表
10
に
あ
る
よ
う

に
、
災
害
時
に
お
け
る
食
料
・
飲
料
・
生
活
物
資
の
供
給

等
に
関
す
る
協
定
、
災
害
時
に
お
け
る
石
油
類
燃
料
の
供

給
等
に
関
す
る
協
定
な
ど
が
あ
り
ま
す
。

　

災
害
関
連
情
報
の
提
供
と
し
て
、
北
海
道
防
災
情
報
シ
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ス
テ
ム
で
は
、
気
象
庁
、
消
防
庁
、
開
発
局
、
市
町
村
と

道
の
災
害
情
報
を
、
利
用
者
の
登
録
に
よ
り
必
要
な
情
報

を
携
帯
電
話
の
メ
ー
ル
で
受
信
す
る
こ
と
が
可
能
で
す
。

　

今
後
の
対
応

　

二
〇
〇
〇
年
の
有
珠
山
噴
火
は
、
噴
火
予
知
に
成
功
し

て
死
者
・
負
傷
者
が
出
ま
せ
ん
で
し
た
。
噴
火
の
兆
候
が

始
ま
っ
て
い
る
可
能
性
が
高
い
と
い
う
情
報
が
早
い
段
階

か
ら
出
て
、
対
策
を
と
れ
た
の
で
、
死
者
・
負
傷
者
ゼ
ロ

で
し
た
。
予
知
に
加
え
、
前
回
一
九
七
七
～
七
八
年
の
噴

火
か
ら
危
険
区
域
を
予
測
し
た
ハ
ザ
ー
ド
マ
ッ
プ
を
作
成

し
、
住
民
へ
の
防
災
教
育
を
行
い
、
住
民
の
火
山
防
災
に

対
す
る
意
識
が
高
か
っ
た
こ
と
も
、
人
的
被
害
の
出
な

か
っ
た
こ
と
に
つ
な
が
り
ま
し
た
。

　

前
回
七
七
年
の
噴
火
に
比
べ
規
模
は
小
さ
か
っ
た
の
で

す
が
、
住
民
の
避
難
生
活
は
長
期
化
し
ま
し
た
。
こ
の
た

め
、
住
民
の
一
時
帰
宅
、
防
災
集
団
移
転
を
組
み
合
わ
せ
た

こ
と
に
よ
り
、
避
難
の
長
期
化
の
わ
り
に
は
そ
れ
ほ
ど
人
口

は
減
少
し
ま
せ
ん
で
し
た
。
避
難
生
活
長
期
化
へ
の
対
応

は
あ
る
程
度
う
ま
く
い
っ
た
と
評
価
で
き
る
と
思
い
ま
す
。

　

い
わ
ゆ
る
火
山
災
害
は
「
想
定
内
」
で
、
有
珠
山
は
約

三
〇
年
周
期
で
噴
火
し
、
二
〇
〇
〇
年
の
噴
火
か
ら
一
二

年
経
っ
た
の
で
、
現
在
は
次
の
噴
火
ま
で
の
折
り
返
し
点

と
も
い
え
ま
す
。
十
勝
岳
は
二
〇
一
二
年
の
夏
に
山
腹
が

異
常
発
光
し
、
一
一
月
に
な
っ
て
地
震
が
多
発
し
、
噴
火

の
近
い
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
噴
火
に
は
予

兆
が
あ
り
ま
す
。

　

い
ま
大
切
な
の
は
、
災
害
の
想
定
外
を
つ
く
ら
な
い
よ

う
あ
ら
ゆ
る
可
能
性
を
考
慮
し
て
平
素
か
ら
備
え
、
一
旦

発
生
し
た
災
害
を
「
想
定
外
と
し
な
い
」
防
災
対
策
で
す
。

釧
路
・
根
室
太
平
洋
沖
の
五
〇
〇
年
間
隔
の
巨
大
地
震
と

津
波
、
確
率
は
低
い
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
が
札
幌
直
下
型

の
地
震
な
ど
、
あ
り
得
な
い
と
い
う
言
葉
を
排
し
て
、
想

定
外
を
つ
く
ら
な
い
防
災
対
策
が
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
火
山
防
災
対
策
は
あ
る
程
度
予
知
が
可
能
で
リ
ー

ド
タ
イ
ム
の
あ
る
災
害
で
す
が
、
地
震
、
津
波
災
害
の
よ

う
に
発
災
か
ら
対
応
す
る
ま
で
の
リ
ー
ド
タ
イ
ム
の
ほ
と

ん
ど
な
い
災
害
へ
の
対
応
を
常
に
心
が
け
て
い
か
な
け
れ

ば
な
り
ま
せ
ん
。

　

あ
ら
ゆ
る
こ
と
を
想
定
し
、
備
え
て
お
く
姿
勢
が
重
要

に
な
り
ま
す
。今
回
の
太
平
洋
岸
の
津
波
浸
水
予
測
図
は
、

堆
積
物
の
調
査
な
ど
最
新
の
科
学
的
知
見
に
基
づ
い
て
見

直
し
ま
し
た
。
可
能
な
か
ぎ
り
い
ろ
い
ろ
な
事
態
を
想
定

す
る
こ
と
が
重
要
で
す
。

　

さ
ら
に
、
防
災
ス
キ
ル
の
維
持
向
上
が
求
め
ら
れ
て
い

ま
す
。
い
ま
ま
で
の
防
災
訓
練
は
決
ま
っ
た
シ
ナ
リ
オ
に

沿
っ
て
、防
災
テ
ン
ト
を
並
べ
ヘ
リ
コ
プ
タ
ー
を
飛
ば
し
、

イ
ベ
ン
ト
型
、
展
示
型
訓
練
で
し
た
が
、
二
〇
一
二
年
度

か
ら
は
ブ
ラ
イ
ン
ド
型
訓
練
、
シ
ナ
リ
オ
の
な
い
防
災
総

合
訓
練
を
行
い
、
Ｄ
Ｉ
Ｇ
、
図
上
訓
練
を
取
り
入
れ
た
実

践
的
な
訓
練
に
し
て
い
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
に
、
職
員
と
し
て
防
災
ス
キ
ル
の
維
持
向
上

に
努
め
て
い
ま
す
が
、
中
長
期
的
に
は
防
災
に
精
通
し
た

職
員
を
い
か
に
育
て
、
関
連
部
署
に
お
い
て
配
置
転
換
を

う
ま
く
や
り
、
組
織
全
体
と
し
て
の
防
災
力
を
向
上
さ
せ

る
こ
と
が
課
題
で
す
。
と
い
う
の
も
、
防
災
総
合
訓
練
を

行
っ
て
み
て
、
災
害
の
と
き
は
自
衛
隊
や
警
察
と
一
緒
に

仕
事
を
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
が
、
道
職
員
の
限
ら
れ
た

人
事
ロ
ー
テ
ー
シ
ョ
ン
の
中
で
身
に
つ
け
た
知
識
や
技
術

だ
け
で
、
災
対
本
部
を
仕
切
る
の
は
結
構
大
変
な
こ
と
で

す
。
道
の
な
か
に
、
一
定
程
度
、
防
災
に
精
通
し
た
職
員

を
常
時
配
置
し
て
お
く
こ
と
が
重
要
だ
と
思
い
ま
す
。

＜

な
か
じ
ま　

た
つ
お
・
危
機
対
策
課
グ
ル
ー
プ
主
幹＞

　

本
稿
は
二
〇
一
二
年
一
二
月
一
四
日
に
行
っ
た
防

災
・
減
災
の
ま
ち
づ
く
り
研
究
会
で
の
問
題
提
起
を
ま

と
め
た
も
の
で
す
。　
　
　
　
　
　
　

文
責
・
編
集
部

図表10　北海道と民間企業との協定（東日本大震災後の締結状況）

◆　災害時における食料・飲料・生活物資の供給等に関する協定

締 結 先 ホーマック(株)、日糧製パン(株)

協定内容 災害における物資の供給・調達支援、防災活動に関する支援など

◆　災害時における石油類燃料の供給等に関する協定

締 結 先 北海道石油業協同組合連合会

協定内容 災害時における石油燃料類の優先提供など

◆　災害発生時における産業廃棄物の処理等の協力に関する協定

締 結 先 (社)北海道産業廃棄物協会

協定内容 災害廃棄物の撤去、収集、運搬、処分

◆　災害発生時に住宅の支援に関する協定

締 結 先 (社)北海道宅地建物取引業協会、(社)全国民間賃貸住宅経営協会

協定内容 災害時における民間賃貸住宅の媒介・情報提供に関する協力

◆　災害発生時における輸送に関する協定

締 結 先 (社)北海道トラック協会、北海道旅客船協会、道内トヨタレンタリース

協定内容 災害時の物資の緊急救援輸送、輸送車両の提供


